
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               

 

 

 

 

2016年 

７月 25日 

事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

 

① 視野が極端に狭くなる。 

② 思わぬ事故や怪我につながる。 

③ 衝突して相手に怪我をさせると過失傷害罪にも問われる可能性もあります。 

④ 周囲が見えず、ひったくりなどの犯罪被害にあう可能性もあります。 

スマートフォンや携帯電話は、インターネット

で検索したり、地図を調べたりと大変便利なツ

ールですが、歩きながら・運転しながらの操作
は、視野が極端に狭くなるなど大変危険です。

「自分では、大丈夫」と思っていても、実は危険

がいっぱいです。 

歩歩 きき スス ママ ホホ のの 危危 険険 !! !! 

※※ももちちろろんん、、運運転転中中のの使使用用はは違違反反でですす!!!! 


